
　

試合日程

開場 　８時３０分　　

第４試合

４． 会 場

合　計

女　子

甲　府

6

79

男　子

5

中巨摩

4

6

3 0

【開場】 午前８時３０分　　【集合】　各試合ごとに集合する

２月７日（土）

東西八代 東山梨 北都留 都　留 富士吉田

6

未所属

04 1 3 1 4

合　計

37

第３２回山梨県ミニバスケットボール新人大会 実施要項

１． 主 催 一般社団法人山梨県バスケットボール協会

２． 主 管 山梨県U１２バスケットボール連盟

３． 期 日 令和８年２月１日（日）、７日（土）、８日（日）

２月１日（日） 大明小学校、竜王小学校、御坂体育館、櫛形北小学校、田富北小学校

7

５． 集合時間

２月８日（日）

（Ｄ級審判員山梨県Ｕ１２連盟に帯同登録できている者に限る）

（２会場　４面）

南都留

忍野村民体育館、双葉体育館

７．

参加資格 次の（１）～（４）を全て満たすことのできるチーム

（１） 競技規則に則って試合をすることのできるチーム、選手であること。

（２） 大会に参加するチーム・選手は、日本バスケットボール協会登録済みまたは

次年度に登録予定の選手であること。

各支部参加チーム

（１会場　２面）

（３） ＪＢＡ公認コーチライセンスＥ以上を有する者が指揮するチーム。

笛川小学校、明見小学校、塩山北中学校、上野原中学校、忍野村民体育館

６．

組 合 せ 組合せ表は別紙参照。（抽選方法はフルオープンで行う。）

（４） ＪＢＡ公認Ｄ級審判員以上の帯同審判員出せるチーム。

第３試合 １１：４０～

【第１日目】

試合開始予定時刻

第１試合 　９：００～

8 7 5

第２試合 １０：２０～

※

※

3

試合が延長した場合でも試合間は最低１０分は確保する

忍野村民体育館

８．

峡　北

5

１３：３０～

※

１６：１０～

第５試合 １４：５０～

2

8

2

010 15 13 11 10 3

42

6

９．

両コートの各試合開始時刻は同じとする。

コートでのアップは試合開始２０分前からとする。

ただしコートでのアップを２０分保障するものではありません。

第６試合



開場 　８時３０分

開場 午前８時３０分　　忍野村民体育館

本大会の競技規則（ＪＢＡ競技規則）によって行う。（２０２５年度ルール）

ＪＢＡのマンツーマンディフェンスの競技規則によって行う。

試合球は初日は対戦チームによる持ち寄り、２日目以降は大会本部が

用意するモルテン人工皮革製検定５号球を使用する。

試合時間は、各クォーター６分、クォータータイム１分、ハーフタイム５分とする。

コートの制限区域については、各会場の仕様に合わせるものとする。

ベンチに入れる者は、コーチ１名、アシスタントコーチ２名、マネージャー１名、選手１５名、

合計１９名とする。（登録確認用紙に記載されている者）

ベンチで立って指揮する者は、コーチライセンス証をネックストラップを

身に着けた１名のみとする。（２人以上が同時に立って指導することはできない。）

第４クォーター終了時点で同点の場合は、１回３分間の延長時限を必要な回数だけ行う。

各延長時限の前に２分間のインターバルをおく。（リーグ戦においては延長を行わない）

ユニフォームは原則として組合せ番号の若いチームが

淡色のユニフォームを使用し、ＴＯ席に向かって右側のベンチを使用する。

ユニフォームはＪＢＡ競技規則に準ずる。ただし以下は本大会の規則とする。

⑵パンツの裾は膝より上が望ましいが、必ずしもこれによらない。

⑶ソックスの色とデザインをチーム内で統一する。ソックスは見える状態でなくてはならない。

⑷ＪＢＡ競技規則４-４　その他の身につけるものに関しては全て同じ単色でなくてもよい。

荒天など何らかの理由でチームが参加できないときでも審判員は派遣する。

尚、参加できないチームのＴＯは不戦勝のチームが行う。

試合当日に何らかの理由において、試合が成立する人数未満となったチームは不戦敗とする。

（登録確認用紙で１０名以上のチームは１０名未満、９名のチームは９名未満、８名のチームは８名未満）

ただし、審判員は派遣する。また、参加できないチームのＴＯは不戦勝のチームが行う。

※ 試合が成立する人数未満となった旨を競技部または会場責任者に必ず連絡すること。

※ 試合の実施については対戦チームとの協議によるものとする。　　　　　　　　　　

第６試合 １５：４０～

⑦

⑧

１０：２０～

○コート（１～３位リーグ戦） ○コート（４～６位リーグ戦）

⑷上記⑴⑵⑶で順位が決定できない場合はコーチによる抽選で決定する。

第５試合 １４：２０～

⑴Ｔシャツをユニフォームの下に着用してはならない。コンプレッションウェアは可能であるが

　ユニフォームと同じ主となる色か黒色か白色のもので、同じチームのプレーヤーは同じ色を着用する。

試合開始予定時刻

第１試合 ９：００～

第５試合 １４：２０～

第４試合 １３：００～

○コート

若彦路体育館、双葉体育館

　　　　　　　　試合

試合開始時刻 試合

第１試合 ９：００～

第２試合

⑫

⑴当該チームの対戦で勝ったチームを上位とする。

⑵当該チームの対戦が引き分けの場合は全試合のゴールアベレージの高いチームを上位とする。

⑶ゴールアベレージが同じ場合は総得点の高いチームを上位とする。

第３試合 １１：４０～

【第２日目】

○コート

【第３日目】

10． 競技方法

①

②

③

④

⑬

⑩

⑤

⑥

⑪

⑭

（例外：当日何らかの理由で対戦する両チームが成立する人数未満の場合は、勝ち負けを決定する。）

５～７名となったチームが試合をする場合は１Ｑ・２Ｑ・４Ｑを行い、３Ｑは休憩のため行わない。

⑨リーグ戦において２チーム以上の勝敗数が同じ場合は、次の順で決定する

第４試合 １３：００～

第２試合 １０：２０～

第３試合 １１：４０～



朝の打ち合わせは行わないが、各チーム試合開始３０分前までにに登録確認用紙のコーチの欄に

記載されているコーチが登録確認用紙とコーチライセンスを会場責任者に確認を行う。

また、試合開始前の５分前に審判はコーチライセンスとスコアシートの確認する。

県大会に参加するチームの登録確認用紙は１２月９日までに各支部理事長と競技部、総務部に

必ずメールで提出すること。登録確認用紙提出後の選手の変更は原則として認めない。

ただし、新規選手の追加は令和８年１月１８日の代表者会議まで可能とする

※総務部のアドレス：yba.u12.soumu@gmail.com

※競技部のアドレス：yba.u12.kyogi@gmail.com

大会当日、登録確認用紙に記載したコーチ、アシスタントコーチ、マネージャーに追加・変更が

ある場合は競技部に連絡し変更した登録確認用紙を①の時に会場責任者に提出すること。

参加者は全員スポーツ傷害保険に加入しておくこと。競技中に選手が負傷した場合は各チームで対応

してください。なお、会場近くの当日の救急医については各会場の本部席に明示する。

応援はマナーを守って行う。試合中はインテグリティを遵守すること。

ＴＯに提出するメンバー表は、連盟指定のものを使用すること。

プレー中のカメラによるフラッシュ撮影及びフロアでの撮影はしないこと。

※ただし会場の都合で撮影場所がフロア内しかない場合は会場責任者の判断により可とする。

荒天の場合、Ｕ１２連盟会長と理事長の判断により実施を決定する。

連絡は当日の６時までに、各支部理事長に行う。

大会運営に係り要項に明記されていない事や疑義が生じた場合は山梨県U12バスケットボール連盟事務局

または会場責任者の判断による。

第１日目のＭＣ・ＴＯの割当表については、組合せ抽選会後に作成のうえ、

山梨県Ｕ１２バスケットボール連盟のホームページに掲載する。

別紙参照（１月１８日に組み合わせ抽選会）

※ 試合会場は組合せ抽選会後に決定し、後日ホームページに掲載する。

優勝、準優勝、３位および敢闘賞として４位のチームを表彰する

今大会のベスト６を次大会である選手権大会のシードとする

選手の輸送にあたり交通安全に十分留意する。

体育館内外のゴミの処理をきちんとすること。

会場敷地内での火気の使用は厳禁とする。体育館内の電源も使用禁止とする。

喫煙場所は設けない。

各チームの備品（ボール・シューズ等）については各チームの責任において管理すること。

各会場の忘れ物は１週間後に破棄する。忘れ物は各会場責任者に問い合わせること。

ミニバス関係者の自動車（選手を送迎する保護者の自動車を含む）は車内前面にチーム名を表示した紙

などを置くこと。

山梨県U12バスケットボール連盟ホームページ：http://mini.yamanashibasketball.jp/

（６）

④ＭＣ　第１日目は帯同、２日目以降はＭＣ部の割り当てにて行う。

⑪

①

②

⑥大会参加チームは当日の会場設営、片付けに必ず協力すること。

審判・ＴＯ・マンツーマンコミッショナー

⑨

⑩

※２日目の第一試合のＴＯは第三試合の組み合わせ番号の若いチームが行う

③

大会運営に関わること

④

ＴＯ　第１日目・２日目は帯同、３日目はＴＯ部の割り当てで行う。

②審判　第１日目から審判部の割り当てで行う。

15.

代表者会議

表 彰14.

そ の 他

12.

11.

13.

（５）

（７）

※

（２）

（４）

（３）

試合に影響を及ぼす鳴り物での応援はしないこと。（太鼓、うちわ、ホイッスルなど。）

（１）

①

⑦

⑧

⑤

③


